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婚前契約書 

 

男性の名前（以下「甲」という）と、女性の名前（以下「乙」という）は、甲

乙間の婚姻について、以下のとおり契約を締結した。 

 

第１条 甲及び乙は、本契約締結後遅滞なく婚姻届を管轄官庁へ提出するもの 

とする。 

 

第２条 甲と乙は、婚姻を継続する為に貞操を守り、お互いに努力を惜しまず、 

お互いを尊重し、思いやりと感謝の気持ちを持ち続けることを約束 

する。 

 

第３条 甲と乙は、婚姻前の下記所有財産、及び婚姻期間中に形成される財産 

の一切についても、それぞれの名義人のものとすることに同意した。 

 

    甲の所有財産：〇〇銀行 〇〇支店 普通 口座番号〇〇〇〇 

           〇〇銀行 〇〇支店 普通 口座番号〇〇〇〇 

           〇〇証券 証券番号〇〇〇〇 

    乙の所有財産：〇〇銀行 〇〇支店 普通 口座番号〇〇〇〇  

           

第４条 甲と乙は、万一離婚する際の条件として以下のとおり同意した。 

１．甲乙間に未成年の子がいた場合の養育費については、お互いの収入 

や財産、それまで子どもにかけた養育費の実績、これからの見通し 

などを考慮して協議決定することに同意した。 

   ２．慰謝料額は、５００万円を上限とすることに同意した。 

 

第５条 甲と乙は、債務について各々が１００％負うこととし、もう一方の配 

偶者は債務の責任を負わないものとする。 

 

 

平成   年   月   日 

 

（甲） 

住所 

氏名                   ㊞ 

 

（乙） 

 住所 

  氏名                   ㊞ 


